
別表第１（第 3条関係） 

 

備考 

1  上記の料金は 1時間単位（税込み）とする。 

2  使用許可時間を超過して使用した場合の使用料は、既納の使用料の 1時間当たりの金額に

基づき、超過使用時間に応じて徴収する。 

3  使用許可時間を超過して使用した場合の使用料の計算において、30 分未満の端数が生じ

る場合は、既納の使用料の 1時間当たりの金額に 2分の 1を乗じた額で計算することとする。 

4  使用料に 10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

  

 多目的 

ホール 1 

多目的 

ホール 2 
ROOM1 ROOM2 ROOM3 ROOM4 

冷暖房設備 

使用料金 
50円 100円 10円 20円 20円 40円 


